
内

閣

府
、
財

務

省
、

○
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第

号

経
済
産
業
省

（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
三

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

施
行
規
則

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

財
務
大
臣

額
賀
福
志
郎

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
一

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

施
行
規
則

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律

目
次



第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続
（
第
四
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
手
続

第
一
節

通
則
（
第
十
二
条
）

第
二
節

手
続
の
開
始
等
（
第
十
三
条
―
第
十
五
条
）

第
三
節

支
払
の
申
請
及
び
決
定
等
（
第
十
六
条
―
第
二
十
六
条
）

第
四
節

支
払
の
実
施
等
（
第
二
十
七
条
―
第
二
十
九
条
）

第
五
節

手
続
の
終
了
等
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
六
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「



法
」
と
い
う
。
）
の
委
任
に
基
づ
く
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
。

（
申
請
書
等
の
記
載
事
項
等
）

第
三
条

法
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書
、
届
出
書
又
は
閲
覧
請
求
書
に
は
、
申
請
、
届
出
又
は
請
求
の

年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続

（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
添
え
る
書
類
）

第
四
条

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
す
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
を
公
告
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
理
由
）

三

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
希
望
す
る
年
月
日



四

第
八
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

五

法
第
四
条
第
一
項
の
預
金
口
座
等
に
つ
い
て
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由

（
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
手
続
）

第
五
条

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
手
続
は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
と
す
る
。

一

訴
え
の
提
起
（
払
戻
し
の
訴
え
の
提
起
を
除
く
。
）

二

担
保
権
の
実
行

三

国
税
滞
納
処
分
（
そ
の
例
に
よ
る
処
分
を
含
む
。
）

（
法
に
規
定
す
る
手
続
を
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
）

第
六
条

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
の
口
座
名
義
人
に
係
る
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る

再
生
手
続
開
始
の
決
定
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
決
定
、

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
決
定
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
実
が
あ
っ

た
場
合



二

犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
犯
罪
被
害
財
産
支
給
手
続
の
開
始
の
決
定
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
事
実
が
あ
っ
た
場
合

（
他
の
金
融
機
関
へ
の
通
知
事
項
）

第
七
条

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

金
融
機
関
及
び
そ
の
店
舗
並
び
に
預
金
等
の
種
別
及
び
口
座
番
号

二

名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称

三

債
権
の
額

四

振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
疑
わ
れ
る
者
か
ら
振
込
み
が
行
わ
れ
た
時
期
（
当
該
事
項
を
通
知

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

五

振
込
利
用
犯
罪
行
為
の
概
要

六

預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続
及
び
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
手
続
の
方
針

七

資
金
を
移
転
す
る
目
的
で
利
用
さ
れ
た
と
疑
わ
れ
る
他
の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
等
に
係
る
店
舗
並
び
に
預
金
等
の
種

別
及
び
口
座
番
号



八

資
金
を
移
転
す
る
目
的
で
利
用
さ
れ
た
と
疑
わ
れ
る
他
の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
等
の
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称

九

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由

十

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
払
戻
し
の
訴
え
の
提
起
又
は
強
制
執
行
等
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
等
）

第
八
条

法
第
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
疑
わ
れ
る
者
か
ら
対
象
預
金
口
座
等
へ
の
振
込
み
が
行
わ
れ
た
時

期
二

対
象
預
金
口
座
等
が
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
預
金
口
座
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該

対
象
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
の
移
転
元
と
な
っ
た
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
預
金
口
座
等
に
係
る
情
報

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

法
第
五
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
年
月
日

二

対
象
預
金
口
座
等
に
係
る
取
引
の
停
止
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
時
期



三

対
象
預
金
口
座
等
に
係
る
金
融
機
関
が
他
の
金
融
機
関
に
対
し
て
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
と

き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
他
の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
等
に
関
す
る
情
報

四

対
象
預
金
口
座
等
に
係
る
金
融
機
関
が
他
の
金
融
機
関
よ
り
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は

、
そ
の
旨
及
び
当
該
他
の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
等
に
関
す
る
情
報

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
公
告
事
項
の
変
更
の
通
知
等
）

第
九
条

金
融
機
関
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲

げ
る
期
間
内
に
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
預
金
保
険
機
構
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
変
更
に
係

る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

預
金
保
険
機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続
が
公

告
事
項
の
変
更
に
よ
り
終
了
し
た
旨
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
金
融
機
関
は
、
対
象
預
金

等
債
権
に
つ
い
て
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
め
て
公
告
を
す
る
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
権
利
行
使
の
届
出
等
の
通
知
等
）

第
十
条

金
融
機
関
は
、
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
類
を
預
金
保
険
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

対
象
預
金
口
座
等
に
係
る
金
融
機
関
及
び
そ
の
店
舗
並
び
に
預
金
等
の
種
別
及
び
口
座
番
号

二

対
象
預
金
口
座
等
の
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称

三

対
象
預
金
等
債
権
の
額

四

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
年
月
日

五

預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続
の
終
了
の
理
由
が
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

預
金
保
険
機
構
は
、
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
際
あ
わ
せ
て
前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
内
容
に
基
づ
き
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
に
関
す
る
通
知
等
）

第
十
一
条

金
融
機
関
は
、
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
権
利
行
使
の
届
出
等
が
な
く
、
か
つ
、
法
第
六
条



第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
預
金
保
険

機
構
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

対
象
預
金
口
座
等
に
係
る
金
融
機
関
及
び
そ
の
店
舗
並
び
に
預
金
等
の
種
別
及
び
口
座
番
号

二

対
象
預
金
口
座
等
の
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称

三

対
象
預
金
等
債
権
の
額

四

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
年
月
日

五

対
象
預
金
等
債
権
が
消
滅
し
た
年
月
日

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

預
金
保
険
機
構
は
、
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
際
あ
わ
せ
て
前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
内
容
に
基
づ
き
、
同
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
手
続

第
一
節

通
則

（
消
滅
預
金
等
債
権
の
額
が
千
円
未
満
の
場
合
の
通
知
）



第
十
二
条

金
融
機
関
は
、
消
滅
預
金
等
債
権
の
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
預
金
保
険
機
構
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

手
続
の
開
始
等

（
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
添
付
す
る
書
類
）

第
十
三
条

法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
す
る
。

一

法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
を
公
告
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
理
由
）

三

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
希
望
す
る
年
月
日

四

次
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
の
申
請
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
等
）

第
十
四
条

法
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

振
込
利
用
犯
罪
行
為
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
疑
わ
れ
る
者
か
ら
対
象
預
金
口
座
等
（
対
象
預
金
口
座
等
が
法
第

二
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
預
金
口
座
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
資
金
の
移
転
元
と
な
っ
た
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
預



金
口
座
等
を
含
む
。
）
へ
の
振
込
み
が
行
わ
れ
た
時
期

二

対
象
預
金
口
座
等
が
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
預
金
口
座
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該

対
象
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
の
移
転
元
と
な
っ
た
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
預
金
口
座
等
に
係
る
情
報
（
法
第
十
一
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

法
第
十
一
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
年
月
日

二

消
滅
預
金
等
債
権
に
係
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
年
月
日

三

対
象
預
金
口
座
等
を
利
用
し
て
行
わ
れ
た
振
込
利
用
犯
罪
行
為
の
概
要

四

対
象
預
金
口
座
等
に
係
る
金
融
機
関
が
他
の
金
融
機
関
に
対
し
て
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
と

き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
他
の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
等
に
係
る
情
報

五

対
象
預
金
口
座
等
に
係
る
金
融
機
関
が
他
の
金
融
機
関
よ
り
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は

、
そ
の
旨
及
び
当
該
他
の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
等
に
関
す
る
情
報



六

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
公
告
事
項
の
変
更
の
通
知
等
）

金
融
機
関
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
支
払
申
請
期
間
内
に
第
十
三

第
十
五
条

条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
預
金
保
険
機
構
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
変
更
に
係
る
事
項
そ
の
他
必
要

な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

預
金
保
険
機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
手
続
が
公
告

事
項
の
変
更
に
よ
り
終
了
し
た
旨
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
金
融
機
関
は
、
対
象
預
金

等
債
権
に
つ
い
て
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
め
て
公
告
を
す
る
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

支
払
の
申
請
及
び
決
定
等

（
申
請
書
の
記
載
事
項
等
）

第
十
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

申
請
人
が
自
然
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所



二

申
請
人
が
法
人
又
は
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
法
人
等
」
と
い
う

。
）
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三

申
請
人
が
対
象
被
害
者
の
一
般
承
継
人
で
あ
る
と
き
は
、
一
般
承
継
の
理
由
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
当
該
対
象
被
害

者
と
の
関
係

四

代
理
人
に
よ
っ
て
申
請
を
す
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
又
は
名
称
並
び
に
住
所
（
代
理
人
が
弁

護
士
で
あ
る
と
き
は
当
該
弁
護
士
の
氏
名
並
び
に
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
、
代
理
人
が
弁
護
士
法
人
で
あ
る
と
き
は

当
該
弁
護
士
法
人
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
業
務
を
担
当
す
る
弁
護
士
の
氏
名
。
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
、

第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

申
請
人
又
は
代
理
人
の
郵
便
番
号
、
電
話
番
号
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の

者
が
法
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
書
面
の
送
付
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
事
項

六

控
除
対
象
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
て
ん
補
又
は
賠
償
が
あ
っ
た
年
月
日
、
当
該
て
ん
補
若
し
く
は
賠
償
を
し
た
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
者
と
対
象
預
金
口
座
等
に
係
る
振
込
利
用
犯
罪
行
為
の
加
害
者
と
疑
わ
れ
る
者
と
の
関
係
、
当

該
て
ん
補
若
し
く
は
賠
償
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
者
と
対
象
被
害
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
と
の
関
係



並
び
に
当
該
て
ん
補
又
は
賠
償
の
額
の
内
訳

七

他
の
申
請
人
又
は
申
請
人
と
な
る
べ
き
者
（
以
下
「
他
の
申
請
人
等
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
各
人
が
支
払
を
受
け
る

べ
き
被
害
回
復
分
配
金
の
額
の
割
合
に
つ
い
て
合
意
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
申
請
人
等
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
、

郵
便
番
号
及
び
電
話
番
号
並
び
に
当
該
合
意
の
内
容

八

被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
を
受
け
る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号
そ
の
他
支
払
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２

申
請
書
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
）

第
十
七
条

法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
申
請
人
（
申
請
人
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
及

び
申
請
人
の
代
理
人
（
弁
護
士
及
び
弁
護
士
法
人
を
除
く
。
）
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月

日
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
等
（
運
転
免
許
証
、
外
国
人
登
録
証
明
書
又
は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
申
請
の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
の
写
し
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
に
足
り
る
書
類
（
以
下
「
自
然
人
に
係
る
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。
）



二

申
請
人
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
法
人
等
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
又
は

管
理
人
の
氏
名
と
同
一
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
登
記
事
項
証
明
書
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
で

申
請
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
類
（
以
下
「
法

人
等
に
係
る
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。
）

三

金
融
機
関
が
作
成
し
た
振
込
み
の
明
細
書
の
写
し
そ
の
他
の
申
請
人
（
申
請
人
が
対
象
被
害
者
の
一
般
承
継
人
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
被
承
継
人
）
が
対
象
被
害
者
で
あ
る
こ
と
の
基
礎
と
な
る
事
実
を
疎
明
す
る
に
足
り
る
資
料

四

申
請
人
が
対
象
被
害
者
の
一
般
承
継
人
で
あ
る
と
き
は
、
一
般
承
継
の
理
由
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
対
象
被
害
者
と

の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
で
申
請
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ

れ
た
も
の
そ
の
他
申
請
人
が
一
般
承
継
人
で
あ
る
こ
と
の
基
礎
と
な
る
事
実
を
疎
明
す
る
に
足
り
る
資
料

五

代
理
人
に
よ
っ
て
申
請
を
す
る
と
き
は
、
代
理
権
を
証
す
る
資
料

六

法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
疎
明
す
る
に
足
り
る
資
料

七

控
除
対
象
額
が
あ
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

八

他
の
申
請
人
等
と
の
間
で
各
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
被
害
回
復
分
配
金
の
額
の
割
合
に
つ
い
て
合
意
が
あ
る
と
き
は



、
前
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

（
記
載
の
省
略
等
）

第
十
八
条

申
請
人
は
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
記
載
を
省

略
し
、
又
は
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
に
つ
い
て
、
そ
の
添
付
を
省
略
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
資
料
を
添
付
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
申
請
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
十
九
条

申
請
人
は
、
申
請
書
を
提
出
し
た
後
、
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
変

更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
当
該
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
（
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を

添
付
し
て
、
こ
れ
を
金
融
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
犯
罪
被
害
額
の
認
定
の
方
法
）

第
二
十
条

金
融
機
関
は
、
犯
罪
被
害
額
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
及

び
資
料
等
に
基
づ
き
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
へ
の
振
込
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
。

（
決
定
書
の
記
載
事
項
等
）



第
二
十
一
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
「
決
定
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

一

申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

申
請
人
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
人
等
の
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名
及
び
住
所

三

代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
年
月
日

五

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
結
果
及
び
そ
の
理
由

２

決
定
書
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
決
定
書
の
送
付
の
記
録
）

第
二
十
二
条

金
融
機
関
は
、
決
定
書
を
発
送
し
た
と
き
は
、
そ
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
あ
て
先
、
送

付
方
法
及
び
発
送
の
年
月
日
を
確
認
す
る
に
足
り
る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
定
書
の
送
付
に
代
わ
る
措
置
）

第
二
十
三
条

法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
い
つ
で
も
申
請
人
に
交
付
す
べ
き
旨
の
公
告



と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
し
た
日
に
決
定
書
が
申
請
人

に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

金
融
機
関
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
公
告
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
預
金
保
険
機
構
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
当
該
決
定
書
を
申
請
人
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
営
業
所
（
以
下
「
本
店
等
」
と
い
う
。
）
に
決
定
書
を
保
管
し
、
い
つ
で
も
申
請

人
に
交
付
す
る
旨

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

４

預
金
保
険
機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

決
定
書
を
申
請
人
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨

二

法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項



三

金
融
機
関
が
本
店
等
に
決
定
書
を
保
管
し
、
い
つ
で
も
申
請
人
に
交
付
す
る
旨

四

公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
し
た
日
に
決
定
書
が
申
請
者
に
到
達
し
た
と
み
な
さ
れ
る
旨

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
決
定
表
の
備
置
き
）

第
二
十
四
条

法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
行
っ
た
金
融
機

関
の
本
店
等
と
す
る
。

（
決
定
表
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
五
条

法
第
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

支
払
該
当
者
決
定
の
年
月
日
（
支
払
該
当
者
決
定
を
受
け
た
者
が
な
い
と
き
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

決
定
の
年
月
日
）

二

各
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
被
害
回
復
分
配
金
の
額

２

決
定
表
は
、
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
決
定
表
の
閲
覧
）



第
二
十
六
条

申
請
人
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
決
定
表
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

決
定
表
の
閲
覧
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
閲
覧
請
求
書
を
金
融
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

申
請
人
が
自
然
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
申
請
人
が
請
求
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

申
請
人
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
申
請
人
が
請
求
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

者
又
は
管
理
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三

申
請
人
の
代
理
人
が
請
求
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
代
理
人
の
氏
名

及
び
生
年
月
日
又
は
名
称
並
び
に
住
所

四

閲
覧
を
請
求
す
る
事
項

五

閲
覧
の
目
的

六

閲
覧
を
希
望
す
る
日
時

七

閲
覧
を
希
望
す
る
場
所

３

閲
覧
請
求
書
は
、
別
紙
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



４

決
定
表
の
閲
覧
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
弁
護
士
を
除
く
。
）
は
、
金
融
機
関
に
対
し
、
閲
覧
請
求
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

当
該
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
等
で
請
求

の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

金
融
機
関
は
、
決
定
表
の
閲
覧
に
つ
い
て
、
日
時
、
場
所
及
び
方
法
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
決
定
書
の
閲
覧
を
し
よ

う
と
す
る
者
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

金
融
機
関
は
、
本
店
等
以
外
の
場
所
を
決
定
表
の
閲
覧
の
場
所
と
し
て
定
め
る
場
合
に
は
、
決
定
表
の
閲
覧
に
代
え
て
、

決
定
表
の
写
し
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

金
融
機
関
は
、
決
定
表
又
は
そ
の
写
し
の
閲
覧
に
つ
い
て
、
決
定
表
又
は
そ
の
写
し
の
破
棄
、
写
真
撮
影
そ
の
他
不
法
な

行
為
を
防
ぐ
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
金
融
機
関
の
従
業
員
を
こ
れ
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
適
当
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

弁
護
士
（
弁
護
士
法
人
を
含
む
。
）
で
あ
る
代
理
人
は
、
金
融
機
関
に
届
け
出
て
、
自
己
の
使
用
人
そ
の
他
の
者
に
決
定

表
又
は
決
定
表
の
写
し
の
閲
覧
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。



第
四
節

支
払
の
実
施
等

（
被
害
回
復
分
配
金
の
額
を
決
定
表
に
記
載
し
た
旨
の
通
知
等
）

第
二
十
七
条

金
融
機
関
は
、
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
を
預
金
保
険
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

対
象
預
金
口
座
等
に
係
る
金
融
機
関
及
び
そ
の
店
舗
並
び
に
預
金
等
の
種
別
及
び
口
座
番
号

二

対
象
預
金
口
座
等
の
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称

三

消
滅
預
金
等
債
権
の
額

四

消
滅
預
金
等
債
権
に
係
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
年
月
日

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

預
金
保
険
機
構
は
、
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
際
あ
わ
せ
て
前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
内
容
に
基
づ
き

、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
該
当
者
決
定
後
の
一
般
承
継
人
の
届
出
）

第
二
十
八
条

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

届
出
人
が
自
然
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

届
出
人
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三

一
般
承
継
の
理
由
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
当
該
支
払
該
当
者
決
定
を
受
け
た
者
と
の
関
係

四

代
理
人
に
よ
っ
て
届
出
を
す
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
又
は
名
称
並
び
に
住
所

五

届
出
人
又
は
代
理
人
の
郵
便
番
号
、
電
話
番
号
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
が
法
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
書

面
の
送
付
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
事
項

六

他
の
届
出
人
又
は
届
出
人
と
な
る
べ
き
者
（
以
下
「
他
の
届
出
人
等
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
各
人
が
支
払
を
受
け
る

べ
き
被
害
回
復
分
配
金
の
額
の
割
合
に
つ
い
て
合
意
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
届
出
人
等
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
、

郵
便
番
号
及
び
電
話
番
号
並
び
に
当
該
合
意
の
内
容

七

被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
を
受
け
る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号
そ
の
他
支
払
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２

前
項
に
規
定
す
る
届
出
書
は
、
別
紙
様
式
第
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

届
出
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
届
出
人
（
届
出
人
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
及



び
届
出
人
の
代
理
人
（
弁
護
士
及
び
弁
護
士
法
人
を
除
く
。
）
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月

日
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
自
然
人
に
係
る
本
人
確
認
書
類

二

届
出
人
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
届
出
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
法
人
等
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
又
は

管
理
人
の
氏
名
と
同
一
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
法
人
等
に
係
る
本
人
確
認
書
類

三

一
般
承
継
の
理
由
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
支
払
該
当
者
決
定
を
受
け
た
者
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
戸
籍
の
謄
本

若
し
く
は
抄
本
又
は
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
で
あ
っ
て
届
出
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
届
出
人
が
一

般
承
継
人
で
あ
る
こ
と
の
基
礎
と
な
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

四

代
理
人
に
よ
っ
て
届
出
を
す
る
と
き
は
、
代
理
権
を
証
す
る
資
料

五

他
の
届
出
人
等
と
の
間
で
各
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
被
害
回
復
分
配
金
の
額
の
割
合
に
つ
い
て
合
意
が
あ
る
と
き
は

、
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

４

第
十
八
条
の
規
定
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
二
十
九
条

届
出
人
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
を
提
出
し
た
後
、
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
変
更
が



生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
当
該
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
（
同
条
第
三
項

各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
金
融
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
節

手
続
の
終
了
等

（
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
添
付
す
る
書
類
等
）

第
三
十
条

金
融
機
関
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
八
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

二

消
滅
預
金
等
債
権
の
額
（
法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三

支
払
該
当
者
決
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
支
払
額
の
総
額
（
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。

）
四

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
預
金
保
険
機
構
へ
の
納
付
予
定
額

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

預
金
保
険
機
構
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
際
あ
わ
せ
て
前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
内
容
に
基
づ
き



、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
納
付
）

第
三
十
一
条

金
融
機
関
が
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
金
銭
の
納
付
を
行
う
と
き
は
、
預
金
保
険
機
構
に
対
し
て
、
納
付
予

定
額
及
び
納
付
予
定
日
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
金
融
機
関
か
ら
預
金
保
険
機
構
へ
の
請
求
）

第
三
十
二
条

金
融
機
関
は
、
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
預
金
保
険

機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続
に
関
し
て
金
融
機
関
が
行
っ
た
調
査
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
（
次
号
の
判
断
の
基

礎
と
し
た
資
料
を
含
む
。
）

二

預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続
を
行
っ
た
預
金
口
座
等
に
つ
い
て
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る

相
当
な
理
由
を
記
載
し
た
書
面

三

被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
手
続
に
関
し
て
金
融
機
関
が
行
っ
た
手
続
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四

支
払
該
当
者
決
定
並
び
に
犯
罪
被
害
額
及
び
被
害
回
復
分
配
金
の
額
の
決
定
の
内
容
並
び
に
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書



面
五

法
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
名
義
人
等
へ
の
支
払
に
関
し
て
金
融
機
関
が
行
っ
た
調
査
の
内
容

を
記
載
し
た
書
面
（
次
号
の
判
断
の
基
礎
と
し
た
資
料
を
含
む
。
）

六

名
義
人
等
が
法
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
基
づ
く
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
理
由
を
記

載
し
た
書
面

七

次
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
理
由
を
記
載
し
た
書
面

八

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２

金
融
機
関
は
、
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
際
し
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に

よ
り
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
そ
の
他
の
法
第
三
章
に
規
定
す
る
手
続
の
実
施
に
関
し
過
失
が
な
い
こ
と
に
つ
い

て
相
当
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
及
び
法
第
四
章
に
規
定
す
る
手
続
の
実
施
に
関
し
過
失
が
な
い
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
も

の
と
す
る
。

一

法
令
等
に
基
づ
き
当
該
手
続
を
実
施
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

法
第
三
章
に
規
定
す
る
預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続
を
行
っ
た
預
金
口
座
等
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
な
い
こ



と
及
び
申
請
人
が
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
相
当
な
注
意
を
用
い

た
に
も
関
わ
ら
ず
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

３

預
金
保
険
機
構
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
に
不
備
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
記
載
が
不
十
分

で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
書
面
を
提
出
し
た
金
融
機
関
に
対
し
て
、
説
明
を
求
め
、
又
は
当
該
書
面
の
補
正
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章

雑
則

（
公
告
の
中
断
が
生
じ
た
場
合
の
取
扱
い
）

第
三
十
三
条

預
金
保
険
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
中
に
公
告
の
中
断
（
不
特
定
多
数
の
者
が
提
供
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
状
態
に
置
か
れ
た
情
報
が
そ
の
状
態
に
置
か
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
又
は
そ
の
情
報
が
そ
の
状
態
に
置
か
れ

た
後
改
変
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
公
告
の
中
断
が
生
じ
た
こ
と
を

知
っ
た
後
速
や
か
に
そ
の
旨
、
公
告
の
中
断
が
生
じ
た
時
間
、
公
告
の
中
断
の
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
権
利
行
使
の
届
出
等
に
係
る
期
間
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
法
第
五
条
第
一
項



に
係
る
公
告
期
間
」
と
い
う
。
）

二

法
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
支
払
申
請
期
間
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
法
第
十
一
条
第
一
項
に
係
る
公
告

期
間
」
と
い
う
。
）

三

第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
し
た
日
ま
で
の
間
（
次
項
第
三
号
に
お
い

て
「
第
二
十
三
条
第
一
項
に
係
る
公
告
期
間
」
と
い
う
。
）

２

預
金
保
険
機
構
は
、
前
項
の
場
合
に
お
け
る
公
告
の
中
断
が
生
じ
た
時
間
の
合
計
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
十
分
の

一
を
超
え
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
公
告
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
、
当
該
公
告
期
間
に

係
る
公
告
を
改
め
て
行
う
旨
、
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
条
第
一
項
に
係
る
公
告
期
間

預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続
が
終
了
し
た
旨

二

法
第
十
一
条
第
一
項
に
係
る
公
告
期
間

被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
手
続
が
終
了
し
た
旨

三

第
二
十
三
条
第
一
項
に
係
る
公
告
期
間

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
無
効
で
あ
る
旨

３

預
金
保
険
機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
公
告
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各



号
に
定
め
る
公
告
を
改
め
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
公
告
期
間
に
係
る
公
告

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
公
告
期
間
に
係
る
公
告

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
公
告
期
間
に
係
る
公
告

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

４

第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
公
告
の
中
断
が
生
じ
た
時
間
の
合
計
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
十
分
の
一
以
下
の
場
合
に

お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
公
告
の
中
断
は
、
当
該
公
告
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

一

公
告
の
中
断
が
生
ず
る
こ
と
に
つ
き
預
金
保
険
機
構
が
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
こ
と
又
は
預
金
保
険
機
構
に

正
当
な
事
由
が
あ
る
こ
と
。

二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
こ
と
。

（
費
用
の
負
担
）

第
三
十
四
条

金
融
機
関
は
、
預
金
口
座
等
に
係
る
取
引
の
停
止
等
の
措
置
、
預
金
等
に
係
る
債
権
の
消
滅
手
続
及
び
被
害
回

復
分
配
金
の
支
払
手
続
に
係
る
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
及
び
電
磁
的
方
法
）



第
三
十
五
条

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ

っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て

送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３

前
項
各
号
に
定
め
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
知
及
び
公
告
）



第
三
十
六
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
書
類
の
提
出
を
含
む
。
）
は
、
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
方
法
を
も
っ
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

預
金
保
険
機
構
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面
又
は
書
類
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
金
融
機
関
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
法
第
二
十
七
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
六
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



(金融機関) 殿 年 月 日　

フ　　リ　　ガ　　ナ

氏名又は名称 ㊞ 

生 年 月 日 年 月 日（ 　　歳）

住　   　所 （〒 　　－　　）

固定電話番号 － －

携帯電話番号 － －

ファクシミリ番号 － －
フ　　リ　　ガ　　ナ

代表者又 氏       名 ㊞ 

は管理人 生 年 月 日 年 月 日（ 　　歳）

住   　　所 （〒 　　－　　）

固定電話番号 － －

携帯電話番号 － －

ファクシミリ番号 － －
フ 　リ　　ガ　　ナ

氏名又は名称 ㊞ 

生 年 月 日 年 月 日（ 　　歳）

住所（所在地）（〒 　　－　　）

固定電話番号 － －

携帯電話番号 － －

ファクシミリ番号 － －

被害にあった者は □　申請人（被害者欄の下記事項についての記入は不要です。）

□ その他の者（被害者欄の下記事項につき記入してください。）

フ　 リ 　ガ　 ナ

氏名又は名称

生 年 月 日 年 月 日（　　歳） 

住　   　所

申請人との関係

被害者との関係

年 月 日
前
後

午 時ころ

　　　　　　 　

申　請　人

代　理　人

法定代理人

別紙様式第一号

整  理  番  号

被害回復分配金支払申請書

一
般
承
継
人

又は弁護士

　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により承継した。

被
　
害
　
者

  次のとおり被害回復分配金の支払を申請します。

受付日：　　　　年　　　　月　　　日

（用紙　日本工業規格Ａ４）

（表）

   年　　　　　　　　　　　　　　　号　

（〒　　　－　　　）

犯罪利用預金口座等に
振込みを行った年月日
時

犯人の名前又は団体名

一般承継の理由
及びその年月日



（〒　　　－　　）

固定電話番号

携帯電話番号

ファクシミリ番号

フリガナ

氏　名
（法人の名称）

てん補又は賠償
を受けた年月日

　年　月　日

　年　月　日

フ　 リ　 ガ　 ナ

  支払を受けるべき
  被害回復分配金の
　額の割合について
　の合意の有無及び
　その内容

住        所

－

（　　　　　　　）
円

円　　　　

円

てん補又は賠償をした
者の氏名又は名称
（犯人との関係）

（　　　　　　　）

施行規則第16条第１
項第７号に定める他
の申請人等の氏名又
は名称及び住所等

－
－ －
－

－

　支払を受ける金融
　機関の名称及び口
　座番号その他支払
　を受けるために必
　要な事項

口
座
名
義
人

金 融 機 関

合意の内容

ゆうちょ銀行

(裏)

てん補又は賠償額

（価額算定の根拠）

　（内　訳）

円　　　　

支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

被害にあわれた状況

被 害 額

控除対象合計額

てん補又は賠償を受け
た者の氏名又は名称

（被害者等との関係）

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）

　□　合意はない　　　　　　　　　□　以下の合意がある　　

氏名又は名称

預 金
種 別

１．普通預金
２．当座預金

口 座
番 号

通帳
番号

その他必要な事項

（記載上の注意)　□印のある欄については、該当の□印の中にレを付けること。

預
（

貯
）

金
 
口
 
座

通帳
記号



氏　名

住　所

法人等の
代表者又
は管理人

氏名又は名称

住　　　　所
申
　
請
　
人

（記載上の注意)　□印のある欄については、該当の□印の中にレを付けること。

（用紙　日本工業規格Ａ４）

決定結果

決定理由

氏名又は名称

　　　　　　　（　金融機関名　）　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　

　整　理　番　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　号

 申請人　　　　　　　　　　　に係る被害回復分配金の申請について次のとおり決定する。

決    定    書

別紙様式第二号

年　　　月　　　日

 □　申請人は、被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当する。
   申請人に対する支払額は次のとおりとする。

  　　　支払額　　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　円

 □ 申請人は、被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当しない。

住        所

決定年月日

代
理
人



整 理 番 号

番号
支払該当者決定
の 年 月 日

支払該当者決定を受け
た者の氏名又は名称

犯罪被害額 備　　考

総犯罪被害額

（記載上の注意）
　　支払該当者決定を受けた者がないときは、「支払該当者決定の年月日」に代えて、「法第十三条の規定による
  決定の年月日」を記載するとともに、支払該当者決定を受けた者がない旨を備考に記載すること。

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

支払額の合計額

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

別紙様式第三号

決　　　　定　　　　表

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

        　　　　年　　　　　　号

 　年　月　日

 　年　月　日

　　　　（金融機関）

 支　払　額

 　年　月　日

 　年　月　日



 殿

請求人

固定電話番号 － －
携帯電話番号 － －
ファクシミリ番号 － －

フ  リ  ガ  ナ

氏 名 又 は 名 称
生   年   月   日

フ  リ  ガ  ナ

氏 名 又 は 名 称
生   年   月   日

固定電話番号 － －
携帯電話番号 － －
ファクシミリ番号 － －

請求人との関係

      別紙様式第四号

（〒　　　－　　　　）

　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　歳）

届出を
して閲
覧しよ
うとす
る者

住　　　所

氏 名 又 は 名 称

生 年 月 日
住所（所在地）

（用紙　日本工業規格Ａ４）

閲 覧 請 求 事 項

閲 覧 目 的

閲 覧 希 望 場 所

閲 覧 希 望 日 時

㊞　　

（〒　　　－　　　　）

年　　　月　　　日（　　歳）

　　下記により決定表を閲覧したく請求します。

整 理 番 号

申
請
人

　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　歳）

　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　　　号

住　　　所

（〒　　　－　　　　）

決　定　表　閲　覧　請　求　書

年　　　　　月　　　　　日　　　　

（ 金 融 機 関 ）
フ リ ガ ナ



殿 年 月 日　

フ 　リ　　ガ　　ナ

氏名又は名称 ㊞ 

生 年 月 日 年 月 日（ 　　歳）

住　   　所 （〒 　　－　　）

固定電話番号 － －

携帯電話番号 － －

ファクシミリ番号 － －
フ 　リ　　ガ　　ナ

代表者又 氏       名 ㊞ 

は管理人 生 年 月 日 年 月 日（ 　　歳）

住   　　所 （〒 　　－　　）

固定電話番号 － －

携帯電話番号 － －

ファクシミリ番号 － －
フ 　リ　　ガ　　ナ

氏名又は名称 ㊞ 

生 年 月 日 年 月 日（ 　　歳）

住所（所在地）（〒 　　－　　）

固定電話番号 － －

携帯電話番号 － －

ファクシミリ番号 － －

年 月 日（　　歳） 

（〒　　　－　　）

固定電話番号 － －

携帯電話番号 － －

ファクシミリ番号 － －

（用紙　日本工業規格Ａ４）

次の支払該当決定者に関して一般承継がありましたので届け出ます。

　□　合意はない　　　　　　　　　□　以下の合意がある　　　　

施行規則第28条第１項
第６号に定める他の届
出人等の氏名又は名称
及び住所等

フ　 リ　 ガ　 ナ

氏名又は名称

住        所

合意の内容

支払を受け
るべき被害
回復分配金
の額の割合
についての
合意の有無
及びその内
容

支 払 手 続 番 号

金融機関

フ　 リ 　ガ　 ナ

氏名又は名称

生 年 月 日

届　出　人

代　理　人

法定代理人

又は弁護士

住　   　所

一般承継の理由
及びその年月日

 支払該当決定者
 との関係

受付日：　　　　年　　　　月　　　日

（表）

別紙様式第五号 （整理番号                  年　　　　　号）

支払該当決定者についての一般承継届出書

号　

支
払
該
当
決
定
者

（〒　　　－　　　）

一
般
承
継
人

　　     　 　年　 　月　 　日
　　　　　  　　　　　　　　　　　   　　　　　　により承継した。



フリガナ

氏　名
（法人の名称）

(裏)

 支払を受ける金融

 機関の名称及び口

 座番号その他支払

 を受けるために必

 要な事項

預
（

貯
）

金
 
口
 
座

口
座
名
義
人

金 融 機 関
預 金
種 別

１．普通預金
２．当座預金

口 座
番 号

通帳
番号

ゆうちょ銀行
通帳
記号

その他必要な事項

（記載上の注意)　□印のある欄については、該当の□印の中にレを付けること。
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